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報道機関各位 

 

【問い合わせ先】安全安心課交通防犯係 

  電話 0276-47-5115  

マイナンバーカードを活用した新しいタクシー助成制度について 

 

２種類のタクシー券（高齢者通院等タクシー券、いきいきタクシー券）を１つにまとめ、

マイナンバーカードを活用した新しいタクシー助成制度を運用開始します。 

 

１ 運用開始日 令和８年４月１日 

 

２ 対 象 者 ７０歳以上のかた、障がい者、介護認定者、母子父子家庭 

 

３ 助 成 方 法 マイナンバーカードを活用した助成【要事前登録】 

 

【事前登録】公民館出張窓口（各館１日） 

又は市役所市民ホール特設窓口（３月３日～） 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

４ 助 成 内 容 

 ・助 成 額 １回の乗車につき、５００円又は料金の３割（上限１，５００円） 

 ・助成回数 年間最大３６回 

 ・更新手続 カード有効期限までは自動更新 

 

５ 専用コールセンター 0276-55-3160（２月２日～） 

午前９時～午後４時（土日祝日を除く） 

 

【マイナンバーカードをお持ちでないかたは、専用タクシーカードを発行します】 

 


